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景観計画策定の目的等 

 

 

景観計画見直しの目的 

玉名市では、平成 28 年の「玉名市景観計画」の策定以降、新玉名駅周辺整備構想の策定、都市計画

道路岱明玉名線の開通といった都市構造の変化などへの対応が求められています。より実効的な景観形

成を図るため、今回、計画の見直しを行います。 

 

景観計画とは 

「景観」とは、山なみや川、田園、商店、温泉、住宅など、歴史や人々の営みによってつくられた、

目で見えるすべてのものであり、「まちの姿」を構成する重要な要素になっています。 

景観計画では、市全体の景観課題・将来像や景観形成方針を示し、届出が必要な行為や良好な景観形

成に向けた行為の基準を定めています。 

なお、玉名市景観計画の位置付けは次の通りです。 

 

 

  

（景観）資料１ 

第２次 玉名市総合計画 
（令和３年度策定予定） 

玉名市都市計画マスタープラン 
（令和４年度策定予定） 

玉名市 

景観計画 

熊本県景観計画 

・景観条例 

熊本県屋外広告物条例 
（昭和 39 年 7 月 7 日条例第 66 号） 

その他関連計画 
・高瀬南部地区地区計画 

・玉名市高瀬地区景観形成住民協定 

玉名市景観条例 
（平成28年3月31日玉名市条例第4号） 

玉名市景観条例施行規則 
（平成28年3月31日玉名市規則第9号） 

各分野個別計画 

玉名都市計画区域 

マスタープラン(熊本県) 
（平成 24 年度～） 
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計画の構成 

  現行の景観計画は、次のような構成となっています。 
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２.景観形成基準、届出対象行為、特

定施設届出地区の見直し 
 

１.景観形成推進地区（新玉名駅周辺

地区）の見直し検討 

策定の進め方 

景観計画の見直しは、次のようなフローで検討します。 

 

 

 

  

パブリックコメント 

 

令
和
４
年
度 

 

４.計画素案及び景観条例改正案の取りまとめ 

３.アクションプランの進捗と実行管理 

 
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ施策 
・事業の整理 

ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ進捗状

況の整理と評価 

景観形成方針（案）及び行為の制限

に関する事項（案）の作成 

令
和
３
年
度 

 

２.景観形成基準、届出対象行為、特定

施設届出地区の見直し 

景観課題の把握・整理 

景観形成基準の見直し 

景観審議会 

庁内検討会議 

届出対象行為の見直し 

特定施設届出地区の見直し・追加 

４.計画素案及び景観条例改正案の取りまとめ 

景観審議会 

庁内検討会議 

景観審議会 

庁内検討会議 

景観審議会 

庁内検討会議 

１.景観形成推進地区（新玉名駅周辺

地区）の見直し検討 

景観特性・課題の整理 

現況調査 

色彩調査 

景観形成の基本的な考え方の検討 

景観形成方針の検討 

景観形成基準等（行為の制限に関す

る事項）の検討 

景観交流会 

景観交流会 

景観交流会 

景観交流会 

住民説明会 

アンケート等 

住民意向調査 
上位・関連計画・基礎デ

ータ等前提条件の整理 

庁内検討会議 
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工程表［令和３年度］ 

 

 

3月

調査票作成 配布回収 集計分析

課題・見直し方針 将来都市像 分野別
① ② ③

課題・見直し方針 将来都市像 分野別
① ② ③

課題 新玉名駅方針 景観形成基準

① ② ③

課題 景観形成基準

① ②

景観交流会 景観交流会 景観交流会

① ② ③
素案公表予定 公表

(1)アクションプラン施
策・事業の整理

(2)アクションプラン進捗
状況の整理と評価

１．景観形成
推進地区（新
玉名駅周辺地
区）の見直し
検討

上
位
関

連
計
画

玉名市立地適正化計画

第２次玉名市総合計画（後期計画）

３．将来都市像の検討

４．都市づくり方針の検討

８．関係機関及び関係団体との事前協議支
援

６．景観画審議会開催（２回）

都
市
マ
ス
見
直
し

(1)現況調査

(2)色彩調査

(3)景観特性・課題の整理

(4)景観形成の基本的な考
え方の検討

(5)景観形成方針の検討

７．その他(景観交流会）

(1)景観課題の把握・整理

(2)景観形成基準の見直し

3月

１．計画準備

１．本市の都
市の現況整
理、基本デー
タの収集・整
理

（1）都市の現況整理

（2）将来フレームの分析

（4）都市づくりの課題整
理

2月12月 1月11月
作業項目

令和３年度
9月7月

（3）都市施策の整備実施
に関する評価分析

景
観
計
画
見
直
し

10月

３．住民意向調査

ア
ン
ケ
ー

ト

等

8月

９．庁内検討会議開催（３回）

10．都市計画審議会開催（３回）

4月 5月

２．上位・関連計画・基礎データ等
　　前提条件の整理

6月

３．アクショ
ンプランの進
捗と実行管理

２．景観形成
基準、届出対
象行為、特定
施設届出地区
の見直し

５．庁内検討会議開催（３回）

(6)景観形成基準等（行為
の制限に関する事項）の
検討

２．都市の現状・特性の調査分析

整合

分野別方針へ

の反映・整合
課題の整合

課題の共有 方針案の確定

コントロールポイント コントロールポイント

立地適正化計画の

素案公表前の調整

※状況に応じて立地適正化計画、総合計画との合同会議による調整も実施

 
感染拡大のため

日程再調整中 
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工程表［令和４年度］ 

 

 

 

都市マス

（全体構想） 景観計画 都市マス

地域別１ 地域別２,実現化 まとめ

④ ⑤ ⑥

地域別１ 地域別２,実現化 まとめ

④ ⑤ ⑥

住民説明会

議会上程

新玉名駅住民説明案 計画素案 計画案

① ② ③

計画素案 計画案

① ②

景観交流会

④

公表

5月

上
位
関

連
計
画

玉名市立地適正化計画

第２次玉名市総合計画（後期計画）

５．実現化方策の検討

６．地域別構想の整理

７．計画素案の取りまとめ

８．関係機関及び関係団体との事前協議支
援

都
市
マ
ス
見
直
し

５．庁内検討会議開催（３回）

６．景観画審議会開催（２回）

７．その他(景観交流会）

９．庁内検討会議開催（３回）

10．都市計画審議会開催（３回）

景
観
計
画
見
直
し

(7)景観形成方針（案）及
び行為の制限に関する事
項（案）の作成

令和４年度
作業項目

3月
共
通

10月 11月9月 12月 1月 2月8月

４．パブリックコメント支援

6月 7月4月

(3)届出対象行為の見直し

(4)特定施設届出地区の見
直し・追加

１．景観形成
推進地区（新
玉名駅周辺地
区）の見直し
検討

２．景観形成
基準、届出対
象行為、特定
施設届出地区
の見直し

４．計画素案及び景観条例改正案の取りま
とめ

(8)住民説明会の開催支援

コントロールポイント

地域別構想への

反映・整合


